平成１９年（行ウ）第６４８号　開発許可処分差止等請求事件

平成２０年（行ウ）第１０５号、１１８号　訴えの追加的併合申立事件

原告　　橘　充自　ほか

被告　　渋谷区、東京都

第１９準備書面
２００９年７月８日

東京地方裁判所民事第３８部Ａ１係　御中

原告ら訴訟代理人　弁護士　斉藤　驍　外

１．被告渋谷区の準備書面（７）、東京都第１４準備書面の回答により明らかになった事実と隠された事実

　　我々や裁判所が被告渋谷区および東京都に求めてきた釈明事項は、第１８準備書面に詳記したとおり、開発許可事前相談から計画変更により「終了」したとされ、開発計画の基礎となる事前相談添付資料一式を公開し、裁判所にも提出しながら、それから一月も経過しないうちに開発事前相談が再開されるというほとんど前例のない異常な事態に至るまでの渋谷区および東京都と事業者（㈱日山、三菱地所㈱）との本件の争点に関する一切の折衝の経緯である。

　　我々は遅くとも平成１３年には㈱日山と三菱地所㈱の間で羽澤ガーデン開発の合意が成立しているところから、平成１５年にはすでに折衝が始まっていたのではないかと問いただした。

　　これに対し、今回渋谷区は、開発事前相談に先立つ窓口相談が存在したことは認めたものの、当時の記録（渋谷区作成のもの、事業者側作成のもの）が存在しないので、その始期も内容も分からないと答えている。ちなみにこの回答は、住民側が窓口相談の資料開示を求めた情報公開請求に対する回答と一致する。しかし、かかることは考えられないことはいうまでもないが、ここではおく。

　　むしろ、平成１７年９月に渋谷区環境清掃部環境保全課が樹林指定解除申請を受理しているという否定しようもない事実（甲２２の２）については認めているところである。これはこの時期にかかる今回の東京都の回答を参照するとよく分かる。

　「都市整備局市街地建築部建築指導課においては、本件に関して平成１７年から平成１９年６月までの間、事業者（三菱地所）が数回来庁した事実が認められる」（１０頁）

　　建築基準法関係法令（自然保護条例やみどりの条例は、都市計画法のみならず建築基準法の関係法令でもあることはいうまでもない。原告注）の確認等、事前相談に至らない照会及びこれに対する応答であり、記録は取っていないと渋谷区と同様の文脈が続いている。

　　しかし、ここから一つの明確な事実が浮かびあがる。遅くとも、渋谷区および東京都は平成１７年から、すなわち開発事前相談申請が公式になされた平成１９年３月２３日の２年以上前から事業者側と本件開発について折衝を重ねていたということである。この２年余は極めて重要な期間である。一体何が話し合われ、何が合意されていたのか。

　　我々は第１８準備書面において、上記事前相談が開始されてから本件開発計画について渋谷区は同年５月わずか二月で了承し、一方東京都は同年６月中高層建築物の建築に関する条例をクリアしたものとして、事業者はこの旨の標識設置をし、ほぼ同時に同年６月から８月にかけて住民説明会がなされている。このように、本件開発の手順と内容は、渋谷区、東京都および事業者との間で、遅くとも平成１７年より折衝を重ねて詰められ、かつ実行されていたのである。このことが今回の両者の回答により明確に判明し、その具表的なものが、渋谷区においては平成１７年１１月の樹林指定解除で、東京都においては、平成１９年３月の自然保護条例適用除外判定（自然地判定の虚偽）および建築基準法第５５条２項を援用して高さ制限等建築規制を緩和したこと等であるが、その他の重大かつ違法な談合がなされていたことはいうまでもなく、これらはまさに「隠された」事実ということになる。

いずれも各法令を著しく蹂躙したもので、本件開発の極度に高い違法性を隠蔽し、強行するための橋頭堡であった。したがって、開発事前相談に先行する２年余の時期のおける両者の関係折衝、より正確に言えば談合の内容について、「記録がない」「文書がない」と言って済まされる問題ではない。

　　今回の渋谷区、東京都の各書面はこのことを明確に示すだけではなく、平成１９年３月の事業者側の事前相談書の提出以降の問題についても大事なことはほとんど答えておらず、これらの点は後記のとおり釈明を求める。

２．検証の必要性に係る自白

　　渋谷区は検証に対する意見として「検証の必要性はない」と述べ、その理由として「原告らの証すべき事実については、すでに提出された多数の書証で十分確認することができる。」と述べている（上記渋谷区準備書面（７）第２）。

　　今回の検証申立書（本件５月７日付、同月１１日一部誤記訂正）において、原告らが証すべき事実としているのは、「検証の目的たる建物が庭と一体となって歴史的・文化的価値ある重要文化財、景観建造物である」（同書第３『申立の理由』１）ことである。

　　渋谷区がこの点について「すでに提出された多数の書証で十分確認することができる」ということは、原告のいう要証事実は十分証明済みということであるから、これらは原告らが本件において最も重点を置いて主張してきた羽澤ガーデンの建物と庭が歴史的・文化的価値を有する重要文化財、景観建造物というべきであることを認め、自白するものに他ならない。そうだとすれば、このような建物と庭を取り壊して開発を是認することはできない道理になろう。またそうでないとすれば、これは理解できないことではあるが、検証の必要性を否定する論拠には全くならない。

被告東京都はこの点について明言を避け、ただ、都市計画法開発許可等本件の一連の差止め、義務付け訴訟につき原告適格がないことをもって検証に反対している。原告らにこれらを求める原告適格があることはすでに述べてきたし、今回も論じている。都市計画法そのものが環境法であり、文化法であることを正解すれば、かかる議論は生まれるはずがなく、本気になって主張しているとは思われない。検証について否定しようとすれば、渋谷区のように証明十分としてその必要性を否定するか、申立の資格がないとしてこのような無理な立論をするしかないのであろう。東京都もまた渋谷区のように、羽澤ガーデンが重要文化財等としての価値を認める方がよかったのではあるまいか。少なくとも文化財行政の重要な担い手であり、景観行政団体でもある東京都が、この価値を否定することはできないし、今回の形式論はその裏書きともいえるのである。

いずれにしても、検証申立に対する渋谷区および東京都の意見は、羽澤ガーデンが重要文化財、景観建造物というべき文化的、歴史的存在であるとする我々の主張に対する実質的自白と理解しないかぎり、検証の理由と必要性を否定するものとは到底なり得ないことは明白である。

　裁判所のしかるべき吟味を求める。
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